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わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ実行委員会会則 

 

   第１章 総則 

 （名称） 

第１条 本会は、わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ実行委員会（以下「実行委員

会」という。）と称する。 

 （目的） 

第２条 実行委員会は、令和７年（2025 年）の第 79 回国民スポーツ大会・第 24

回全国障害者スポーツ大会（以下「両大会」という。）を滋賀県において開催

するため必要な事業を行うことを目的とする。 

 （事業） 

第３条 実行委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。 

 (1) 両大会開催に必要な方針および計画の策定 

 (2) 両大会における実施競技および会場地の選定 

 (3) 両大会開催に必要な施設・設備の整備計画の策定 

 (4) 両大会開催および準備に必要な業務および経費の決定 

 (5)  両大会開催および準備に関係のある機関・団体との連絡調整 

 (6)  その他両大会開催および準備に必要な事業 

 

   第２章 組織 

  （組織） 

第４条 実行委員会は、会長および次に掲げる者のうちから会長が委嘱した者

（以下「委員」という。）をもって組織する。 

 (1) 県ならびに市町の代表者および職員 

 (2) 県および市町の議会の議員 

 (3) 両大会開催準備および運営に関係のある機関・団体の代表者および役職

員 

 (4) その他両大会開催準備および運営に関係のある者 

２ 会長および委員は、無報酬とする。 

  （役員） 

第５条 実行委員会に次の役員を置く。 

参考資料（1） 

平成 25 年（2013 年）10 月 31 日 

第 １ 回 総 会 決 定 

令和４年（2022 年）８月７日 

第 1 0 回 総 会 一 部 改 正 
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 (1) 会長   １名 

 (2) 副会長  10 名以内 

 (3) 常任委員 80 名以内 

 (4) 監事   ３名以内 

  （役員の選任） 

第６条 会長は、滋賀県知事をもって充てる。 

２ 副会長および常任委員は、総会において委員のうちから選任する。 

３ 監事は、総会の承認を得て会長が委嘱する。 

４ 副会長、常任委員および監事は、無報酬とする。 

  （役員の職務） 

第７条 会長は、実行委員会を代表し、会務を総理する。ただし、会長が代表者

である法人その他の団体との契約その他の法律行為（民事上のものに限る。）

については、あらかじめ会長が定めた副会長が実行委員会を代表する｡ 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、または会長が欠けたとき

は、あらかじめ会長が定めた順序でその職務を行う。 

３ 常任委員は、常任委員会を構成し、第 12 条第６項に掲げる事項について審

議する。 

４ 監事は、実行委員会の財務を監査する。 

  （任期） 

第８条 委員および監事の任期は、委嘱された日から実行委員会の目的が達成

されたときまでとする。ただし、委員および監事が就任時の所属機関・団体の

役職を離れたときは、その委員および監事は辞任したものとみなし、その後任

者が前任者の残任期間を務めるものとする。 

２ 会長は、前項の規定により委員および監事の変更があったときは、その内容

を次の総会において報告しなければならない。 

３ 前２項の規定は、副会長および常任委員の任期について準用する。この場合

において、これらの規定中「委員および監事」とあるのは「副会長および常任

委員」と、第１項中「委嘱された日」とあるのは「選任された日」と読み替え

るものとする。 

  （顧問および参与） 

第９条 実行委員会に顧問および参与を置くことができる。 

２ 顧問および参与は、会長が委嘱する。 

３ 顧問は、会長の諮問に応じ助言する。 

４ 参与は、実行委員会の業務のうち重要な事項に参与する。 

５ 顧問および参与は、無報酬とする。 

６ 前条第１項および第２項の規定は、顧問および参与の任期について準用す
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る。この場合において、これらの規定中「委員および監事」とあるのは、「顧

問および参与」と読み替えるものとする。 

 

   第３章 会議等 

  （会議の種類） 

第 10 条 実行委員会に次の会議を置く。 

 (1) 総会 

 (2) 常任委員会 

 (3)  専門委員会 

 (4) 県外・県市町共催等競技会運営委員会 

２ 開催準備委員会に特別委員会を置くことができる。 

  （総会） 

第 11 条 総会は、会長および委員をもって構成する。 

２ 総会は、会長が招集する。 

３ 総会の議長は、会長または会長が指名した者がこれに当たる。 

４ 総会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

 (1) 両大会開催の基本方針に関すること。 

 (2) 会則の制定および改廃に関すること。 

 (3) 事業計画および事業報告に関すること。 

 (4) 収支予算および収支決算に関すること。 

 (5) 常任委員会に委任する事項に関すること。 

 (6) 特別委員会の設置に関すること。 

 (7) その他実行委員会の運営に係る重要な事項に関すること。 

５ 総会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することはできない。 

６ 総会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議

長の決するところによる。 

７ 総会に出席することができない委員は、代理人によって議決権を行使し、ま

たは書面で議決に加わることができる。この場合において、当該委員は、出席

したものとみなす。 

８ 会長は、必要があると認めるときは、委員に、事前に送付した議案に対し書

面をもって表決を求め、その結果を総会の議決に代えることができる。 

  （常任委員会） 

第 12 条 常任委員会は、会長、副会長および常任委員をもって構成する。 

２ 委員長は、会長をもって充てる。 

３ 副委員長は、副会長をもって充てる。 

４ 常任委員会は、委員長が招集する。 
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５ 常任委員会の議長は、委員長または委員長が指名した者がこれに当たる。 

６ 常任委員会は、次に掲げる事項について審議し、決定する。 

 (1) 総会から委任された事項に関すること。 

 (2) 専門委員会の設置および専門委員会に付託または委任する事項に関する

こと。 

 (3) 総会を招集する時間的余裕がない緊急の事項に関すること。   

 (4) その他委員長が必要と認める事項に関すること。 

７ 常任委員会は、前項の規定により審議し、決定した内容を次の総会に報告し

なければならない。 

８ 前条第５項から第８項までの規定は、常任委員会において準用する。この場

合において、これらの規定中「総会」とあるのは「常任委員会」と、「委員」

とあるのは「副会長および常任委員」と読み替えるものとする。 

 （専門委員会） 

第 13 条 専門委員会は、会長が委嘱した専門委員をもって構成する。 

２ 専門委員会は、常任委員会から付託された事項を調査、審議し、または委任

された事項を決定し、その結果を常任委員会に報告しなければならない。 

３ 第８条第１項の規定は、専門委員の任期について準用する。この場合におい

て、同項中「委員および監事」とあるのは「専門委員」と、「開催準備委員会」

とあるのは「専門委員会」と読み替えるものとする。 

４ 前３条に定めるもののほか、専門委員会に関し必要な事項は、常任委員会に

諮り、会長が別に定める。 

 （県外・県市町共催等競技会運営委員会） 

第 14 条 県外・県市町共催等競技会運営委員会（以下「運営委員会」という。） 

 は、会長が委嘱する運営委員をもって構成する。 

２ 運営委員会は、常任委員会から委任された事項について決定し、その結果を 

 必要に応じて常任委員会に報告する。 

３ 第８条第１項の規定は、運営委員の任期について準用する。この場合におい 

 て、同項中「委員および監事」とあるのは「運営委員」と、「実行委員会」 

 とあるのは「運営委員会」と読み替えるものとする。 

４ 前３項に定めるもののほか、運営委員会に関し必要な事項は、常任委員会に 

 諮り、会長が別に定める。 

 （特別委員会） 

第 15 条 特別委員会は、第２条に規定する目的を達成するため、特定の事項に

ついて調査し、審議を行う。 

２ 特別委員会に関し必要な事項は、総会に諮り、会長が別に定める。 
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   第４章 専決処分 

 （会長の専決処分） 

第 16 条 会長は、特に緊急を要するため総会および常任委員会（以下「総会等」

という。）を招集する時間的余裕がないと認めるとき、または総会等の権限に

属する事項で軽易なものについては、これを専決処分することができる。   

２ 会長は、前項の規定により専決処分したときは、これを次の総会等において

報告し、その承認を得なければならない。 

 

   第５章 事務局 

 （事務局） 

第 17 条 実行委員会の事務を処理するため、事務局を置く。 

２ 事務局に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

   第６章 会計 

 （経費） 

第 18 条 実行委員会の経費は、負担金およびその他の収入をもって充てる。 

  （収支予算および収支決算） 

第 19 条 実行委員会の収支予算は、総会の議決を経なければならない。 

２ 実行委員会の収支決算は、監事の監査を経て、総会の承認を得なければなら

ない。 

  （会計年度） 

第 20 条 実行委員会の会計年度は、毎年４月１日に始まり、翌年３月 31 日に

終わる。 

２ 実行委員会の会計に関し必要な事項は、会長が別に定める。 

 

   第７章 雑則 

 （委任） 

第21条 この会則に定めるもののほか、実行委員会の運営に関し必要な事項は、

会長が別に定める。 

 （解散） 

第 22 条 実行委員会は、第２条に規定する目的が達成されたときは、総会の議

決を経て解散する。 

２ 実行委員会が解散するときに有する残余財産は、総会の議決を経て処分す

る。 

 

   附 則 

１ この会則は、平成 25 年 10 月 31 日から施行する。 
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２ 開催準備委員会の設立当初の会計年度は、第 19 条第１項の規定にかかわら

ず、この会則の施行の日から平成 26 年３月 31 日までとする。 

   附 則 

 この会則は、平成 26 年５月 26 日から施行する。 

   附 則 

 この会則は、平成 27 年８月 31 日から施行する。 

   附 則 

 この会則は、令和元年５月 17 日から施行する。 

附 則 

 この会則は、令和２年５月１日から施行する。 

附 則 

 この会則は、令和３年８月３日から施行する。 

附 則 

 この会則は、令和４年８月７日から施行する。 

附 則 

この会則の施行の際、現に第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者ス

ポーツ大会滋賀県開催準備委員会の役員、委員、顧問、参与である者は、それぞ

れ実行委員会の役員、委員、顧問、参与に委嘱されたものとみなす。 

附 則 

 この会則の施行の際、現に制定されている第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回

全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準備委員会の方針、計画および関係規程等

中「第 79 回国民スポーツ大会・第 24 回全国障害者スポーツ大会滋賀県開催準

備委員会」とあるものは、「わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ実行委員会」と読み

替える。 
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わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ実行委員会 

県外・県市町共催等競技会運営委員会規程 

 

（趣旨） 

第１条 この規程は、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ実行委員会会則（以下「会則」 

   という。）第 10 条第１項第４号の規定に基づき、県外・県市町共催等競技会運営 

   委員会（以下「運営委員会」という。）の組織および運営について必要な事項を定 

   めるものとする。 

（運営委員会の種類等） 

第２条 運営委員会の種類および常任委員会からの委任事項は、別表のとおりとする。 

（構成） 

第３条 運営委員会は、わたＳＨＩＧＡ輝く国スポ・障スポ実行委員会（以下「実行委 

   員会」という。）の会長（以下「会長」という。）が委嘱した者（以下「委員」とい 

   う。）をもって構成する。 

（役員） 

第４条 運営委員会に次の役員を置く。 

（1） 委員長  １名 

（2） 副委員長 若干名 

２ 委員長および副委員長は、委員のうちから会長が委嘱する。 

３  委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。 

４  副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の 

 指名した副委員長がその職務を代理する。 

（会議）  

第５条  運営委員会は、委員長が招集し、委員長がその議長となる。 

２ 運営委員会は、委員の過半数の出席がなければ開会し、議決することができない。 

 ただし、委員は、あらかじめ通知された事項について、代理人に権限を委任し、また 

 は書面で議決に加わることができる。 

３ 運営委員会は必要があるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見または説明 

 を聞くことができる。 

４ 運営委員会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは議長の 

参考資料（2） 

令和４年（2022 年）８月７日 

第 1 0 回 総 会 決 定 
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 決するところによる。 

 

（部会） 

第６条  運営委員会は、必要があるときは、部会を設けることができる。 

２ 部会の委員は、会長が委嘱する。 

３ 部会に関する事項は、委員長が定める。 

（委任） 

第７条  この規程に定めるもののほか、運営委員会の運営に関し必要な事項は、委員 

   長が会長の承認を得て別に定める。 

 付 則 

この規程は、令和４年８月７日から施行する。 

 

 

別表（第２条関係） 

 

種 類 委任事項 

自転車（トラック・レース） 

競技会運営委員会 

１ 総合的な計画の推進に関すること        

２ 競技施設等の整備計画の推進に関すること 

３ 広報活動および県民運動の推進に関すること                

４ 競技運営に係る計画の推進に関すること 

５ 宿泊業務に関すること 

６ 医療救護、食品衛生および環境衛生に関する 

 こと 

７ 輸送および交通に関すること 

８ 警備および消防防災に関すること 

９ 馬事衛生に関すること（馬術競技会運営委員 

 会に限る。） 

10 その他競技会を開催するために必要な事項に 

 関すること 

馬術 

競技会運営委員会 

ライフル射撃（50m、10m、BR・BP） 

競技会運営委員会 

ラグビーフットボール 

競技会運営委員会 

ボウリング 

競技会運営委員会 

- 9 -



1.JBC役員控所 3.記録本部

17.式典用具置場

6.競技進行席8.放送席

13.表彰式会場

15.報道用エリア

7.審判席 7.審判席 7.審判席

16.記録速報所

予備レーン

カメラ台 カメラ台 カメラ台 カメラ台 カメラ台 カメラ台

12.観客通路

18.次選手待機所

5.救護所

34.更衣室（男子）

19.来賓控室

観覧席 観覧席 観覧席

№ 施設名 備考

1 Ｊ Ｂ Ｃ 役 員 控 所 ラピュタボウル

2 競 技 本 部 ３F駐車場

3 記 録 本 部 ラピュタボウル

4 競 技 役 員 控 所 ３F駐車場

5 救 護 所 ラピュタボウル

6 競 技 進 行 席 ラピュタボウル

7 審 判 席 ラピュタボウル

8 放 送 席 ラピュタボウル

9 受 付 案 内 所 ラピュタボウル

10 ボ ー ル 登 録 ・ 競 技 受 付 ラピュタボウル

11 ボ ー ル 検 査 所 ラピュタボウル

12 観 客 通 路 ラピュタボウル

13 表 彰 式 ラピュタボウル

14 報 道 員 控 所 ３F駐車場

15 報 道 用 エ リ ア ラピュタボウル

16 記 録 速 報 所 ラピュタボウル

17 式 典 用 具 置 き 場 ラピュタボウル

18 次 選 手 待 機 所 ラピュタボウル

19 来 賓 控 室 ラピュタボウル

20 イ ン タ ビ ュ ー コ ー ナ ー ラピュタボウル

21 実 施 本 部 ３F駐車場

22 ボ ー ル 置 き 場 ３F駐車場

23 選 手 控 所 ・ 休 憩 所 ３F駐車場

24 おもてなし・無料ドリンクコーナー ３F駐車場

25 売 店 （ メ ー カ ー ） ３F駐車場

26 弁 当 引 換 所 ３F駐車場

27 宅 配 便 受 付 所 ３F駐車場

28 消 防 ・ 警 備 本 部 ３F駐車場

29 競 技 会係 員・ 競技 会補 助員 控所 ３F駐車場

30 環 境 美 化 係 員 控 所 ３F駐車場

31 輸 送 ・ 交 通 係 員 控 所 ３F駐車場

32 ゴ ミ 集 積 所 ３F駐車場

33 ト レ ー ナ ー 室 ２F会議室

34 更 衣 室 （ 男 子 ） ラピュタボウル

35 更 衣 室 （ 女 子 ） ２F会議室

36 監 督 会 議 会 場 ２F会議室

37 総 合 案 内 所 １F

38 シ ャ ト ル バ ス 乗 降 所 １F

39 売 店 （ 物 販 ・ 飲 食 ） １F

40 喫 煙 所 RF

9.受付案内所（視察・報道）

35.更衣室（女子）

PROJECT. SUBJECT. SCALE. DATE. 2023.7.19
1/250

A3
SIZE.

わたSHIGA輝く国スポ　ボウリング競技
ラピュタボウル　会場配置図

2023.7.28
2023.11.15
2023.11.17

2023.12.11

- 1 -
- 10 -

Administrator
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32.ゴミ集積所

25.売店（メーカー）

E
B -1

24.おもてなし・ドリンクコーナー

26.弁当引換所

28.消防・警備本部

保冷車スペース
運営用具置場

一時停車スペース

21.実施本部

29.競技会係員・競技会補助員控所

30.環境美化係員控所

31.輸送交通係員控所

27.宅配便受付所

9.受付案内所（選手）

10．ボール登録・競技受付

11．ボール検査所

Viva City シネマ

カラオケ店

遊具保管場所

遊
具
保
管
場
所

競技会場

警備

№ 施設名 備考 № 施設名 備考

1 Ｊ Ｂ Ｃ 役 員 控 所 ラピュタボウル 21 実 施 本 部 ３F駐車場

2 競 技 本 部 ３F駐車場 22 ボ ー ル 置 き 場 ３F駐車場

3 記 録 本 部 ラピュタボウル 23 選 手 控 所 ・ 休 憩 所 ３F駐車場

4 競 技 役 員 控 所 ３F駐車場 24 おもてなし・無料ドリンクコーナー ３F駐車場

5 救 護 所 ラピュタボウル 25 売 店 （ メ ー カ ー ） ３F駐車場

6 競 技 進 行 席 ラピュタボウル 26 弁 当 引 換 所 ３F駐車場

7 審 判 席 ラピュタボウル 27 宅 配 便 受 付 所 ３F駐車場

8 放 送 席 ラピュタボウル 28 消 防 ・ 警 備 本 部 ３F駐車場

9 受 付 案 内 所 ラピュタボウル 29 競 技 会係 員・ 競技 会補 助員 控所 ３F駐車場

10 ボ ー ル 登 録 ・ 競 技 受 付 ラピュタボウル 30 環 境 美 化 係 員 控 所 ３F駐車場

11 ボ ー ル 検 査 所 ラピュタボウル 31 輸 送 ・ 交 通 係 員 控 所 ３F駐車場

12 観 客 通 路 ラピュタボウル 32 ゴ ミ 集 積 所 ３F駐車場

13 表 彰 式 ラピュタボウル 33 ト レ ー ナ ー 室 ２F会議室

14 報 道 員 控 所 ３F駐車場 34 更 衣 室 （ 男 子 ） ラピュタボウル

15 報 道 用 エ リ ア ラピュタボウル 35 更 衣 室 （ 女 子 ） ２F会議室

16 記 録 速 報 所 ラピュタボウル 36 監 督 会 議 会 場 ２F会議室

17 式 典 用 具 置 き 場 ラピュタボウル 37 総 合 案 内 所 １F

18 次 選 手 待 機 所 ラピュタボウル 38 シ ャ ト ル バ ス 乗 降 所 １F

19 来 賓 控 室 ラピュタボウル 39 売 店 （ 物 販 ・ 飲 食 ） １F

20 イ ン タ ビ ュ ー コ ー ナ ー ラピュタボウル 40 喫 煙 所 RF

22.ボール置場

システムパネル（H2100）

3連パネル（H1800）

イレクターフェンス

雨漏り箇所

23.選手控所・休憩所
（270席）

14.報道員控所

2.競技本部

4.競技役員控所

20.インタビューコーナー

PROJECT. SUBJECT. SCALE. DATE.2023.7.19
1/700

A3
SIZE.

わたSHIGA輝く国スポ　ボウリング競技
ビバシティ　3F平面図

2023.7.28
2023.11.15
2023.11.17

2023.12.11

- 2 -
- 11 -



D

D

■.ドーピングルーム

33.トレーナー室
※監督会議終了後設置

№ 施設名 備考 № 施設名 備考

1 Ｊ Ｂ Ｃ 役 員 控 所 ラピュタボウル 21 実 施 本 部 ３F駐車場

2 競 技 本 部 ３F駐車場 22 ボ ー ル 置 き 場 ３F駐車場

3 記 録 本 部 ラピュタボウル 23 選 手 控 所 ・ 休 憩 所 ３F駐車場

4 競 技 役 員 控 所 ３F駐車場 24 おもてなし・無料ドリンクコーナー ３F駐車場

5 救 護 所 ラピュタボウル 25 売 店 （ メ ー カ ー ） ３F駐車場

6 競 技 進 行 席 ラピュタボウル 26 弁 当 引 換 所 ３F駐車場

7 審 判 席 ラピュタボウル 27 宅 配 便 受 付 所 ３F駐車場

8 放 送 席 ラピュタボウル 28 消 防 ・ 警 備 本 部 ３F駐車場

9 受 付 案 内 所 ラピュタボウル 29 競 技 会係 員・ 競技 会補 助員 控所 ３F駐車場

10 ボ ー ル 登 録 ・ 競 技 受 付 ラピュタボウル 30 環 境 美 化 係 員 控 所 ３F駐車場

11 ボ ー ル 検 査 所 ラピュタボウル 31 輸 送 ・ 交 通 係 員 控 所 ３F駐車場

12 観 客 通 路 ラピュタボウル 32 ゴ ミ 集 積 所 ３F駐車場

13 表 彰 式 ラピュタボウル 33 ト レ ー ナ ー 室 ２F会議室

14 報 道 員 控 所 ３F駐車場 34 更 衣 室 （ 男 子 ） ラピュタボウル

15 報 道 用 エ リ ア ラピュタボウル 35 更 衣 室 （ 女 子 ） ２F会議室

16 記 録 速 報 所 ラピュタボウル 36 監 督 会 議 会 場 ２F会議室

17 式 典 用 具 置 き 場 ラピュタボウル 37 総 合 案 内 所 １F

18 次 選 手 待 機 所 ラピュタボウル 38 シ ャ ト ル バ ス 乗 降 所 １F

19 来 賓 控 室 ラピュタボウル 39 売 店 （ 物 販 ・ 飲 食 ） １F

20 イ ン タ ビ ュ ー コ ー ナ ー ラピュタボウル 40 喫 煙 所 RF

36.監督会議会場

研修室1-3

PROJECT. SUBJECT. SCALE. DATE. 2023.7.191/600

A3
SIZE.

わたSHIGA輝く国スポ　ボウリング競技
ビバシティ　2F平面図

2023.11.15
2023.12.11

- 3 -
- 12 -



31.輸送交通係員控所

38.シャトルバス乗降所

37.総合案内所

39.売店（物販・飲食）

№ 施設名 備考 № 施設名 備考

1 Ｊ Ｂ Ｃ 役 員 控 所 ラピュタボウル 21 実 施 本 部 ３F駐車場

2 競 技 本 部 ３F駐車場 22 ボ ー ル 置 き 場 ３F駐車場

3 記 録 本 部 ラピュタボウル 23 選 手 控 所 ・ 休 憩 所 ３F駐車場

4 競 技 役 員 控 所 ３F駐車場 24 おもてなし・無料ドリンクコーナー ３F駐車場

5 救 護 所 ラピュタボウル 25 売 店 （ メ ー カ ー ） ３F駐車場

6 競 技 進 行 席 ラピュタボウル 26 弁 当 引 換 所 ３F駐車場

7 審 判 席 ラピュタボウル 27 宅 配 便 受 付 所 ３F駐車場

8 放 送 席 ラピュタボウル 28 消 防 ・ 警 備 本 部 ３F駐車場

9 受 付 案 内 所 ラピュタボウル 29 競 技 会係 員・ 競技 会補 助員 控所 ３F駐車場

10 ボ ー ル 登 録 ・ 競 技 受 付 ラピュタボウル 30 環 境 美 化 係 員 控 所 ３F駐車場

11 ボ ー ル 検 査 所 ラピュタボウル 31 輸 送 ・ 交 通 係 員 控 所 ３F駐車場

12 観 客 通 路 ラピュタボウル 32 ゴ ミ 集 積 所 ３F駐車場

13 表 彰 式 ラピュタボウル 33 ト レ ー ナ ー 室 ２F会議室

14 報 道 員 控 所 ３F駐車場 34 更 衣 室 （ 男 子 ） ラピュタボウル

15 報 道 用 エ リ ア ラピュタボウル 35 更 衣 室 （ 女 子 ） ２F会議室

16 記 録 速 報 所 ラピュタボウル 36 監 督 会 議 会 場 ２F会議室

17 式 典 用 具 置 き 場 ラピュタボウル 37 総 合 案 内 所 １F

18 次 選 手 待 機 所 ラピュタボウル 38 シ ャ ト ル バ ス 乗 降 所 １F

19 来 賓 控 室 ラピュタボウル 39 売 店 （ 物 販 ・ 飲 食 ） １F

20 イ ン タ ビ ュ ー コ ー ナ ー ラピュタボウル 40 喫 煙 所 RF

PROJECT. SUBJECT. SCALE. DATE.2023.7.191/900

A3
SIZE.

わたSHIGA輝く国スポ　ボウリング競技
ビバシティ平和堂　1F平面図

2023.11.15
2023.12.11

- 4 -
- 13 -



わたSHIGA輝く国スポ

ラグビーフットボール競技会リハーサル大会

緊急対応マニュアル（案）

会 期：令和６年６月２１日（土）～６月２２日（日）

会 場：滋賀県希望が丘文化公園 陸上競技場、球技場

わ た S H I G A 輝 く 国 ス ポ ・ 障 ス ポ 実 行 委 員 会

参考：ボウリング競技会用として別途作成

- 14 -



災害等緊急対応
1 全職員が自身の身の安全を確保し、各係長は係員の安全確認および状況確認を行う。

2 総務係長は、各係長に現状報告を指示（負傷者、現場、避難の状況など）、各係長は、状況を取りまとめて総務係長に報告する。

3 総務係長は、震度・震源地等の情報を収集し、総務班長に報告する。

4 総務係長は、取りまとめた結果を競技会場部長、総務班長に報告する。（情報収集は係員が対応）

5 総務班長は、県実行委員会事務局に情報を共有するとともに、必要に応じて消防、警察に通報する。

※場内で傷病者や火災が発生した場合は、すぐに消防、警察へ通報。

6 競技会場部長は、県競技団体および施設管理者と協議して、避難の有無を判断する。

※避難が必要だと判断された場合：競技会係員・競技役員・施設管理者が連携し、避難誘導を実施する。

※避難の必要がない場合：様子を見て競技会を再開する。

◆ 7以降は、避難誘導を実施する場合の対応フロー

7 競技会場部長から各係長に避難誘導対応を指示し、各係員は避難誘導を実施する。

8 緊急車両が来場する場合は、総務係および競技会場係が誘導を行う。

※ 対応終了の判断は、競技会場部長が県競技団体および施設管理者と協議した上で決定する。

※ 避難場所は、希望が丘文化公園芝生ランド

1 身の安全を確保した上で、競技会場係は現場確認を行う。

2 競技会場係長は総務係長へ確認結果を報告する。

3 総務係長は、取りまとめた結果を競技会場部長、総務班長に報告する。

4 総務班長は、県実行委員会事務局に情報を共有するとともに、必要に応じて警察、消防に通報する。

※爆発は警察、異臭は消防に通報。

5 競技会場部長は、県競技団体および施設管理者と協議して、避難の有無を判断する。

※避難が必要だと判断された場合：競技会係員・競技役員・施設管理者が連携し、避難誘導を実施する。

※避難の必要がない場合：様子を見て競技会を再開する。

◆ 6以降は、避難誘導を実施する場合の対応フロー

6 競技会場部長から各係長に避難誘導対応を指示し、各係員は避難誘導を実施する。

7 緊急車両が来場する場合は、総務係および競技会場係が誘導を行う。

※ 避難場所は発生現場によって異なるため、競技会場部長、県競技団体および施設管理者とで協議の上、決定する。

1 総務班長は、県実行委員会事務局に情報を共有するとともに、警察に通報し指示を受ける。

2 総務係長は各係長に情報を共有し、必要に応じて消防、会場地市町に情報を共有する。

3 競技会場係は、来場者が不審物に近づかないように監視、誘導を行う。

4 総務係は、競技会場内に呼びかけを行う。

※ 避難誘導等については、警察の指示のもと、適切に対応する。

※ 避難場所は発生現場によって異なるため、競技会場部長、県競技団体および施設管理者とで協議の上、決定する。

1 競技会場係が現場確認。

2 競技会場係長は総務係長に状況を報告する。

3 総務係長は、取りまとめた結果を競技会場部長、総務班長に報告する。

4 総務班長は、県実行委員会事務局に情報を共有するとともに、必要に応じて警察に通報する。

※係員が暴行を受けたり、威嚇されたりした場合は、当事者・各担当はすぐに警察へ通報。

5 競技会場部長は、県競技団体および施設管理者と協議して、避難の有無を判断する。

※避難が必要だと判断された場合：競技会係員・競技役員・施設管理者が連携し、避難誘導を実施する。

※避難の必要がない場合：様子を見て競技会を再開する。

◆ 6以降は、避難誘導を実施する場合の対応フロー

6 競技会場部長から各係長に避難誘導対応を指示し、各係員は避難誘導を実施する。

7 緊急車両が来場する場合は、総務係および競技会場係が誘導を行う。

※ 避難場所は発生現場によって異なるため、競技会場部長、県競技団体および施設管理者とで協議の上、決定する。

1 総務係長は、気象情報を随時収集し、競技会場部長、総務班長に報告する。

2 競技会場部長は、県実行委員会事務局、県競技団体、施設管理者と今後の対応を協議。

※ 荒天の場合の避難場所は、以下のとおりとする。

　 ア 大会関係者：陸上競技場１階室内練習場、球技場ダグアウト棟内（競技会場係は、必要に応じてスポーツ会館内体育館にて待機）

イ 参加チーム：各チームテント内もしくはスポーツ会館内体育館

ウ 一般観覧者：スポーツ会館内体育館

・ 荒天等により安全確保が困難な場合、県実行委員会と滋賀県ラグビーフットボール協会とで協議の上、競技会中止等を判断する。

  1 消火器を持って現場に駆けつけましょう。

2 慌てず、何が燃えているかを確認し、煙や炎に惑わされず、火元を消すように噴射して下さい。

3（屋内の場合）みだりに窓を開けたり、破壊しないでください。（延焼がさらに広がる可能性があります。）

4 小さな火でも完全に消火してください。（踏み消すなど）

★ 消火器の使い方

初期消火対応

初期消火の仕方（消火器）

★　中止等の判断

①　地　　震

②　爆発・異臭

③　爆破等予告

④　危険・不快な状況

⑤　台風・豪雨・落雷

①栓を抜く ②ホースを火元に向 ③レバーを握り放

各種災害対応フロー

初期消火対応フロー

★ あらかじめ消火器の位置を確認しておいてください。

★ 火災の発生が疑われる場合は、すぐに総務係（総務班長）に連絡すること。

※ 連絡を受けた総務班長が、すぐに消防へ通報します。
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● 発見した迷子は実施本部で保護

● 引取者の本人確認は入念に（複数の係員で対応するなど）

● 総務係長は、競技会場部長および総務班長に結果を報告した後、

 　各係長に対して捜索終了を伝達

　 ● 警察に届けている場合は、解消の報告

● 県実行委員会に対して、対応結果の共有

医事救護係 医事救護係（医師・看護師） 医事救護係（医師・看護師含む）
●（医師等による）応急処置の補助 ●（医師等による）応急処置の補助 　●119番通報し、総務係へ報告

●「処置記録兼診察依頼書」の作成 ●「処置記録兼診察依頼書」の作成 　●付添人から事情の聴取

 ●「取扱傷病者一覧表」を作成し、 ●医療機関へ連絡し、患者に受信可能な

　総務係へ提出 　医療機関を案内

●必要に応じて、タクシーの手配

　 　（受信者負担）

●「処置記録兼診察依頼書（写）」※1

  「医療機関の方へ」※2

　「受信者・付添人の方へ」を本人または

 　 付添人に渡し、※1および※2を医療機関

 　 に提出するように説明

●「取扱傷病者一覧表」を作成し、総務係長

　　へ提出

保護者を特定

捜索から1時間経過で見つからない

● 総務班長が警察と県実行委員会へ状況説明。
 　※総務係長は状況を業務日誌に記録する。
 　※必要の応じて消防、会場地市町にも報共有を行う。

本人（付添人）は「処置記録兼診療依頼書（写）」、「医療機関の方へ」、「保険証」を医療機関へ提出

傷病者が自分で来所

救護所〔応急処置のみ〕

医師または看護師が医療機関への搬送を検討

搬送なし

医療機関で受診・治療　（治療費などは自己負担）

● 歩行可能か、タンカが必要か確認

● ケースによって医師または看護師の出動要請

競技中の選手または来場者に傷病者が発生

要搬送（不急） 救急搬送

　●「処置記録兼診療依頼書」の作成

　●「処置記録兼診療依頼書（写）」※1
　　「医療機関の方へ」※2
　　「受診者・付添者の方へ」
　　を本人または付添人へ渡し、※1および※2
　　を医療機関に提出するように説明

保護者から迷子の申し出

届出あり

迷子を発見
引取者の署名＋迷子本人による確認　→　引き渡し

迷子を発見 受付案内係

届出なし

● 受付案内係から総務係長へ報告
● 総務係長は警察に通報し、各係へ周知、
 捜索を指示

　●「取扱傷病者一覧表」を作成し、総務係に
　　提出する

総務係

●各係へ周知

●競技会場係に緊急車両
　緊急車両の動線確保指示

競技会場係、輸送交通班

●緊急車両の誘導・動線確保

　●救急隊員に症状を報告

　●付添人がいない場合は、医事救護係もしくは
　　総務係員が同乗する

　●搬送する病院を救急隊員から聞き取り、
　　総務係へ伝達する

迷子対応

傷病者対応フロー

迷子対応フロー
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①総務係に報告し、119番通報を依頼

②医師or看護師は現場で必要な処置を実施

救急対応（AEDを用いた対

会場内で

傷病者発生

周りの安全確認

傷病者に声をかけても反応がない

①大声で応援を呼ぶ

②119番通報・AED依頼

③呼吸の確認

①傷病者の訴えを聞き必要な処置を行う

②救護係に連絡し、状況報告

①総務係に状況報告

②医師or看護師に状況を報告

③（必要に応じて）現場に出動

救護係

医師or看護師が

救急車の要請を必要と判断した場合

反応があった場合

医事救護係

①総務係に報告し、状況報告

②医師or看護師は現場で必要な処置を実施

③可能であれば、救護所まで傷病者を移動させる

医師or看護師が

救急車の要請は必要ないと判断した場合

医事救護係

反応なし

周りに職員がいない場合

①119番通報・AED依頼

②救護係に状況報告

③救急処置の実施

周りに職員がいる場合

ただちに胸骨圧迫開始

・強く（約５㎝）【小児は胸の厚さの1/3】

・速く（100回～120回/分）

・絶え間なく（中断は最小限に）

※ 呼吸の有無等がわからない場合は胸骨圧迫開

呼吸がないもしくは普段とおりの呼吸でない場合

胸骨圧迫30回と人工呼吸２回の

組み合わせで実施

※成人の場合は胸骨圧迫のみ続ける

人工呼吸の技術と意思があれば

①電源を入れ、電極パッド装着

②未就学児・乳児は小児用パット（小児用モード）を使用

無い場合は成人用を使用する

AED到着

心電図解析

（電気ショックが必要かどうか）

①電気ショック１回

②胸骨圧迫開始

必要

①直ちに胸骨圧迫開始

２分後

不要

救急隊に引き継ぐまで、または傷病者が目を開けたり、普段どおりの呼吸が出現するまで心肺蘇生法を続ける

【対応終了までの流れ】

①救急隊に状況と行った処置の内容を説明

②（傷病者が一人の場合）現場対応職員もしくは救護係員が救急車に同乗する。同乗者が決まれば総務係に一報を入れる

③搬送先等が決まれば、総務係に一報を入れる

④全ての対応が終わり次第速やかに総務係に連絡、総務係は対応者を迎えに行く

⑤救護係長（その他係員が対応した場合は所属係長）は終礼時に対応結果を報告する

救急隊到着

①処置記録兼診療依頼書の作成に必要な情報を聞き取り

※必要であればタクシーを手配（料金負担なし）

②傷病者が帰宅したら、総務係に最終報告

③終礼時に救護係長から対応結果を報告

医事救護係

傷病者の状態が安定したら

AEDを用いた傷病者対応フロー（一次救命処置）
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●準備するもの（救護所にあります）

手袋は二重、マスク、エプロンを着用 ペーパータオル（または新聞）で、おう吐物の上を広い範囲で覆い、
その上から希釈したピューラックスを注ぎ約10分放置。

 ◆ ピューラックス（原液６％）希釈方法

ペットボトルキャップ２杯弱（約８ml）を

ペットボトル1本分(500ml)の水道水に加えると、
約1000ppm(0.1%)の消毒液になります。
【分量は守り、作り置きしない】

広げないよう、 使用したペーパータオル、外側の手袋（表面を包むようにはずす）
外から内の方向で などを一次回収のビニール袋に入れ、希釈したピューラックスで消毒。
ふき取る。 これを二次回収袋に入れる。

改めて汚染場所と周辺にペーパータオルを敷き、ピューラックスで
消毒後、二次回収袋に入れる。

靴裏も足踏みする要領で消毒。 ⑤と手袋、マスク、エプロンを 手洗いとうがいを念入りに。
その場所は後で水拭きする。 二次回収袋に入れる。

⑦

① ②

③ ④

⑤ ⑥

食品提供施設 患　　　者

来
所

救　護　室 医療機関

連絡 調査

　受診

競技団体 調
査
・
処
分

手袋（複数枚）・ピューラックス・ビニール袋（複数枚）・マスク・
空のペットボトル・ペーパータオル（新聞の代用可）・エプロン

移送

指示

  連絡

報
告

調査 届出

競技会場部長
総務班長

協
議

南部健康福祉事務所
（草津保健所）

（☎077-562-3526）

会場内

衛生対応フロー（食中毒等の感染症が疑われる場合の連絡体制）

嘔吐物処理対応フロー
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拾得物・遺失物取扱いフロー 

 

【拾得物（落とし物・忘れ物）の届出があった場合】 

・拾得物は原則、拾得者が迷子・遺失物預かり所（総合案内）で手続きをするよう案内する。 

・拾得者が実施本部員等に預けて立ち去る等、やむを得ない場合は実施本部員が迷子・遺失物預かり所（総合

案内）へ持参する。(その際も可能な限り、拾得した時間や場所を聞いておくこと。また、拾得者の権利につ

いて確認が取れなかった場合、有権として処理する。) 

  

 

１.軽微な物件 （ペットボトル飲料、マスク、ポケットティッシュ等、落とし主が取りに来る可能性が低

いもの） 

① 拾得物一覧簿（第 1号様式）を記入 （拾得物件の「軽微」欄にチェック） 

② 遺失物一覧簿（第４号様式）と照合 

該当 【あり】 ⇒ 遺失者に連絡 

該当 【なし】 ⇒ 「軽微拾得物 BOX」で管理 

          （BOX は「落とし主が判明しない物件については、大会終了後に処分します」と表示

し、預かり所に来た人から見える位置に配置する。） 
 

２.１.以外の物件  

① 拾得物受理書（第２号様式）を記入 

・拾得者には、報労金（拾得物評価額の 5～20％の 2 分の１までの額）を受け取る権利があること、3 か月落とし

主がわからなかった場合、所有権を取得する権利があることを説明。 

・拾得者が受理書の記入を拒否する場合（氏名等を告げない場合）は、権利放棄について説明し、拾得日時と場所

を聞き取る。 

・届出の際、発見してから 24 時間が経過している場合は、権利の失権であることに注意。  

・拾得者が権利放棄せずに立ち去った場合、実施本部員が「拾得者」欄に拾得者の特徴等をメモし、保管しておく

こと。 

 （条件の合致する人物が後から名乗り出た場合は、本人に再度、受理書を記入いただく。） 

② 拾得物預かり書（第３号様式）を記入、拾得者に交付 

③ 拾得物一覧簿（第 1号様式）を記入 

④ 拾得物に、拾得物個票を貼付（透明袋に入れて管理） 

⑤ 遺失物一覧簿（第４号様式）と照合 

該当 【あり】 ⇒ 遺失者に連絡 

該当 【なし】 ⇒ 「拾得物 BOX」に保管 ※盗難および紛失に注意 
 

 

 

競技・式典中 

※拾得者が権利放棄して立ち去った場合や 

実施本部員等が拾得した場合、①②は省略可。 
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１.貴重品を除く物件 

・ 総務係に「拾得物一覧簿（第 1号様式）」の 

写しを共有 

・ 軽微拾得物 BOX および拾得物 BOX はおもてな

し班で保管 

２．貴重品※ 

・ 拾得物に「拾得物件提出書（第 8号様式）」を

添えて、即日所管警察署（守山警察署）へ届け

出る 

※貴重品…携帯電話、運転免許証等、個人情報を含

む物品、10 万円以上の現金 など 

 

 

 

 

１．軽微な物件 

・ 県実行委員会で処分 

２． 1.以外の物件 

・ 拾得物に「拾得物件提出書（第 8号様式）」を添えて所管警察署（守山警察署）

へ届け出る 

 

 

  

競技・式典終了後 

全日程終了後 
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【遺失物（落とし物・忘れ物）の問合せがあった場合】 

 

 

① 遺失物一覧簿（第 4号様式）を記入 

② 拾得物一覧簿（第 1号様式）と照合 

拾得物の届出があるか 

 

 

（遺失者本人か） 

 ⇒代理人である場合は、委任状 

  （第 6 号様式または準ずる書類）を受領 

 所管警察署に届け出るよう説明する 

 

 

≪拾得物の返還≫ 

 

① 運転免許証等により、本人確認 

・本人確認できるものをすべて紛失していた場合は、本人であることを証明できる個人情報を聞き取

り、または遺失物一覧簿（第 4 号様式）の内容と照合する。 

② 拾得物を照合 

・拾得物は見せず、特徴を聞き取る（色、形状、素材、デザイン、メーカー等）。 

・個人情報を含む遺失物（運転免許証等）は、住所や生年月日を聞き取る。 

③ 遺失物受領書（第 5号様式）に署名を受け返還する 

（拾得者が報労金の権利を主張している場合） 

・遺失者には、報労金（拾得物評価額の 5～20％の 2 分の１までの額）の支払い義務があることを説明。 

・「報労金の支払い義務について」（第５-1 号様式）を発行する。 
 

 

 

 

・ 総務係に遺失物一覧簿（第 4号様式）の写しを共有 

・ 返還した場合は、拾得物返還通知書（第 7号様式）を拾得者に通知 

（※報労金の権利を主張している場合のみ） 

・ 遺失物一覧簿（第 4 号様式）、遺失物受領書（第 5 号様式）、委任状（第 6 号様式）は受付案

内係で保管 

 

 あり なし 

競技・式典中 

全日程終了後 
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★ 拾得物・遺失物取扱いフローチャート（対応：受付案内係、総務係） 

 

【拾得物（落とし物、忘れ物）】 

 

 

 

  

迷子・遺失物預かり所（総合案内）へ届出 

≪迷子・遺失物預かり所≫（総合案内） 

・権利の確認 （報労金、所有権） 

・拾得物一覧簿に記入 

・遺失物一覧簿と照合 ▶ 該当あれば、遺失者に連絡 

拾得物は 軽微なものか、 軽微でないものか 

【軽微なもの】 

・「軽微拾得物 BOX」で管理 

【軽微でないもの】 

・拾得物受理書、預かり書の記入 

・「拾得物 BOX」で管理 

貴重品か、貴重品以外か 

【軽微なもの】 

・県実行委員会（実施本部）

で処分 

【貴重品以外】 

・県実行委員会（実施

本部）で保管 

【貴重品】 

・即日、所管警察署（守山

警察署）へ届出 

【貴重品以外】 

・所管警察署（守山警

察署）へ届出 

原則、拾得者 

本人が届出 

≪貴重品≫ 

個人情報を含む

ものや高額現金 

≪軽微なもの≫ 

使い捨て品等、

落とし主が現れ

にくいもの 

競技・式典後 

全日程終了後 
全日程終了後 

競技・式典中 
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【遺失物】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

競技・式典中 

≪迷子・遺失物預かり所≫（総合案内） 

遺失物（なくしたもの）の届出があったとき 

・遺失物一覧簿を記入 

・拾得物一覧簿と照合 

拾得物の届出があるか 

【届出あり】 

・本人確認 

・拾得物の照合 

・遺失物受領書に署名後返

【届出なし】 

・所管警察署（守山警察署）

に届け出るよう説明 

全日程終了後 

・有権の拾得物を返還した場合は、 

返還通知書を拾得者に通知 

・各書類は県実行委員会（実施本部）

で保管 

 

代理人が来られ

た場合は、委任状

が必要 

報労金の支払い

義務を説明 
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わた SHIGA 輝く国スポ・障スポ実行委員会事務局 

〒520-0807  滋賀県大津市松本一丁目２番１号 

滋賀県国スポ・障スポ大会局 競技運営室 県運営競技係 

TEL ０７７－５２８－３３４３ /  FAX ０７７－５２８－４８３６ 

e-mail：ken-unei@pref.shiga.lg.jp 
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